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2．情報の取り扱い 

① 病院、診療所、医療法人等が適切に管理する場所に保存する場合 

病院、診療所等であっても、保存を受託した診療録等について分析等を行おうとす

る場合は、委託した病院、診療所及び患者の同意を得た上で、不当な営利、利益を目

的としない場合に限る。 

また、実施にあたっては院内に検証のための組織等を作り客観的な評価を行う必要

がある。 

匿名化された情報を取り扱う場合においても、地域や委託した医療機関等の規模に

よっては容易に個人が特定される可能性もあることから、匿名化の妥当性の検証を検

証組織で検討したり、取り扱いをしている事実を患者等に掲示等を使って知らせる等、

個人情報の保護に配慮する必要がある。 

 

② 行政機関等が開設したデータセンター等に保存する場合 

行政機関等に保存する場合、開設主体者が公務員等の守秘義務が課せられた者であ

ることから、情報の取り扱いについては一定の規制が存在する。しかし、保存された

情報はあくまで医療機関等から委託を受けて保存しているのであり、外部保存を受託

する事業者が独自に分析、解析等を行うことは医療機関等及び患者の同意がない限り

許されない。 

従って、外部保存を受託する事業者を選定する場合、医療機関等はそれらが実施さ

れないことの確認、もしくは実施させないことを明記した契約書等を取り交わす必要

がある。 

また、技術的な方法としては、例えばトラブル発生時のデータ修復作業等緊急時の

対応を除き、原則として医療機関等のみがデータ内容を閲覧できることを担保するこ

とも考えられる。 

また、外部保存を受託する事業者に保存される個人識別に係る情報の暗号化を行い

適切に管理したり、外部保存を受託する事業者の管理者といえども通常はアクセスで

きない制御機構をもつことも考えられる。 

 

③ 医療機関等が民間事業者等との契約に基づいて確保した安全な場所に保存する場合 

冒頭でも触れた通り、本項で定める外部保存を受託する事業者が医療機関等から委

託を受けて情報を保存する場合、不当な営利、利益追求を目的として情報を閲覧、分

析等を行うことはあってはならず、許されない。 

民間等で医療情報の外部保存を受託する事業者に対しては、これらの行為を規制す

るための指針が外部保存通知にある通り経済産業省や総務省で定められている。従っ

て、医療機関等は契約も含め、その遵守状況を十分確認する必要がある。 


